
○行政処分事業者一覧　（平成24年度）

処分日 法人名 事業所名
サービス
種別等

処分内容 処分理由 本市報道発表　等

平成24年
　7月26日

特定非営利活
動法人まつさ
く

生活支援ひ
らっと

居宅介護
重度訪問介護

指定取消し 介護給付費の請求に関する不正
・平成18年２月から平成23年11月までの長期にわたり、
サービス提供を行っていないにも関わらずサービス提供を
行ったかのように装い、サービス提供記録簿を虚偽作成
し、不正に介護給付費の請求を行い、受領した。

障がい福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為
・平成18年２月から平成23年11月までの長期にわたり、居
宅介護及び重度訪問介護の利用者に対し、サービス提供を
行っていないにも関わらず、サービス提供の記録を作成し
ていた。

平成24年
　10月31日

合同会社ベ
リー

訪問介護ベ
リー

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

指定・登録取消し 介護給付費の請求に関する不正
・平成23年2月から平成24年3月までの期間において、サー
ビス提供を行なっていないにもかかわらずサービス提供を
行なったかのように装い、サービス提供記録簿を虚偽作成
し、不正に介護給付費の請求を行い、受領した。

虚偽の報告
・本市が実施した監査において、本市に対し事業者と雇用
関係にない従業者の資格証の写しを提示したほか、虚偽作
成した勤務(予定)表、従業者の資格一覧表、賃金明細書及
び賃金台帳等の会計諸記録並びにサービス実施記録等の書
類の報告を行った。

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi
/page/0000188571.html

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi
/page/0000209901.html

平成25年
　3月31日

株式会社
チューリップ

ケアステー
ションチュー
リップ

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

指定・登録取消し 介護給付費の請求に関する不正
・平成22年7月から平成24年11月までの期間において、居宅
介護及び重度訪問介護の利用者20人に対し、介護給付費の
請求に関し次の不正があった。
ア　同一時間帯に、一人のヘルパーが、一人の利用者に対
して複数のサービスを提供したとする介護給付費の請求に
関する不正があった。
イ　同一時間帯に、一人のヘルパーが、複数の利用者に対
してサービスを提供したとする介護給付費の請求に関する
不正があった。
ウ　同一時間帯に、複数のヘルパーが、一人の利用者に対
して別々のサービスを提供したとする介護給付費の請求に
関する不正があった。

障がい福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為
・平成22年7月から平成24年11月までの期間において、居宅
介護及び重度訪問介護の利用者20人に対し、サービス提供
を行っていないにもかかわらず、サービス提供の記録を作
成していた。

移動支援費の請求に関する不正
ア　同一時間帯に、一人のヘルパーが、一人の利用者に対
して複数のサービスを提供したとする移動支援費の請求に
関する不正があった。
イ　同一時間帯に、一人のヘルパーが、複数の利用者に対
してサービスを提供したとする移動支援費の請求に関する
不正があった。
ウ　同一時間帯に、複数のヘルパーが、一人の利用者に対
して別々のサービスを提供したとする移動支援費の請求に
関し不正があった。

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000188571.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000188571.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000209901.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000209901.html

